
腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111等）  
① 感染経路  

腸管出血性大腸菌の感染経路は、飲食物を介した経口感染と感染者からのヒト－ヒト感染であ 

 る接触感染、他に腸管出血性大腸菌を保菌している動物に触れることによる感染があります。  

 

② 感染した時の症状  

激しい腹痛とともに、頻回の水様便や血便の症状があります。発熱は軽度です。 

血便は初期では少量の血液の混入で始まりますが、次第に血液の量が増加し、典型例では血液

そのものといった状態になります。  

発症者の6 〜7%において、下痢などの初発症状発現の数日から2 週間以内に、溶血性尿毒症

症候群（Hemolytic Uremic Syndrome、HUS）がみられます。また、脳症などの重篤な合併症

が発症することもあります。HUS を発症した患者の致死率は1〜5%とされています。腸管出血

性大腸菌に感染しても、症状のない不顕性感染例も少なくありませんが、乳幼児と高齢者は感染

後の発症率、発症後の重症化率が健康成人と比べて非常に高いので保育所では特に注意すべき感

染症です。  

 

③ 予防方法  

経口感染対策として食材を十分に加熱処理することは普段から実施されている対策ですが、最

近では保育所に搬入する前に加工済みの食品がすでに汚染されて集団発生を招いたケースもみら

れています。また、保育所内での集団発生例は、毎年複数例が報告されており、その多くが経口

感染ではなく、ヒト－ヒト間の接触感染による集団発生です。従って保育所では接触感染対策が

極めて重要です。 

  

④ 保育所における具体的な感染拡大防止策  

○ 食材の衛生的な取扱い、適切な温度で食材を保管すること、十分な加熱調理はいうまでもありま

せんが、加工食品や既に調理された食材を保育所に搬入して使用する場合は、その食品が衛生的

に調理・管理されているのかをしっかりと確認する必要があります。 

○ 接触感染対策として最も重要な対策は手洗いの励行です。普段からしっかりとした手洗いが実行

されるように心がけましょう。  

○ プール遊びを介して集団発生が起こることがあります。特に、低年齢児がよく使用する簡易プー

ルが塩素消毒されていなかったために、そのプール遊びが原因となって保育所内で集団発生がみ

られたことはこれまでにも度々報告されています。複数の園児が使用する場合は、簡易プールも

含めて、塩素消毒基準の厳守が求められます。患者発生時には速やかに保健所に届け、保健所の

指示に従い消毒を徹底します。 

○ 症状がある場合には、医師において感染のおそれがないと認められるまで登園を避けるよう保護

者に依頼します。無症状病原体保有者の場合にはトイレでの排泄習慣が確立している5歳児以上

は登園可能ですが、5歳未満の子どもでは2回以上連続で便培養が陰性になれば登園が可能とな

ります。  
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